
 

- 20 - 

議案第１１１号 

 

 

字の変更について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、当市の区域内の

字を別紙のとおり変更し、上越市長の告示のあった日から施行するものとする。 

 

 

令和２年９月２日提出 

 

 

上越市長  村 山 秀 幸 



 

- 21 - 

別紙（変更調書） 

変   更   前 変 更 後 

町 地       番 町 

大和二丁目 ８７９の１９ 大和六丁目 

大和六丁目 
８７９の８、８７９の９、８８１の１、 

８８１の５、８８２の２、９１０の６ 
大和二丁目 

 

上記地番は、令和２年７月１７日現在の登記簿による。 
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 大和二丁目及び大和六丁目の各一部 

字の区域並びに名称変更前図 
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 大和二丁目及び大和六丁目の各一部 

字の区域並びに名称変更図 

 


